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「健やか親子いきいきプランみえ(第２次)」の進捗状況について        

                          
１．平成２９年度の取組概要 
  平成２９年度は計画の３年目にあたり、引き続き、計画の周知を行うとともに、 

「市町の実情に応じた母子保健体制の構築」に向け、「まるっとサポートみえ」（三重県 

版ネウボラ）を推進するため、母子保健体制構築アドバイザーの市町訪問による市町 

の現状把握と課題の整理、市町の人材育成、市町間の情報交換等を中心に取り組みま 

した。 

また、「切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策」の推進に向け、｢子育て世代包 

括支援センター」の整備や妊娠・出産包括支援事業、子ども・子育て支援法の相談支 

援事業の母子保健型への取組が進み、国や県の補助を利用しながら、取組を進める市 

町が徐々に増えつつあります。 

 

２．重点課題別の評価と課題 
（１）切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策 

 

 目指す姿 ＜５年後＞（平成３１年） 

○ 市町において、保健センター、子育て支援センター、医療機関等の関係機関の間で 

妊産婦やその家族についての情報が共有されており、どの窓口に相談をしても円滑 

に必要な母子保健サービスが受けられる体制が整備されています。 

○ 市町において、それぞれの地域の母子保健の状況を把握し、取組の内容や推進体制 

等についての強みや弱みを分析したうえで、地域の実情に応じて切れ目なく必要な 

母子保健サービスが提供されています。 

 

① 県の具体的な取組内容 

○ 地域の実情に応じた切れ目のない母子保健体制の構築をめざし、県に配置した 

母子保健体制構築アドバイザーによる市町支援を行うとともに、市町の母子保健 

サービスの中心的な役割を担う母子保健コーディネーターを育成しました。(母子 

保健コーディネーター育成数：２７人、子ども子育て支援法による利用者支援事 

業母子保健型の実施市町数：１３市町) 

○ 市町における産後ケアの取組を推進するため、市町事業に対する補助を実施し 

ました。(実施市町数：１８市町) 

○ 乳幼児のむし歯の予防や健全な口腔機能の発育のため、市町での歯科保健活動 

を支援しました。 

 ○ 不妊症や、不育症等の相談及び経済的支援に対応するため、不妊専門相談セン 

ターにおける不妊相談及び特定不妊治療等に対する助成を行いました。  

（不妊相談件数１４８件。Ｈ３０.２末）（特定不妊治療助成申請件数１，８４８ 

件、男性不妊助成申請件数１０件。Ｈ３０.１末） 

 

資料１ 
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産後うつの予防や新生児への虐待予防を図る観点から、新たに導入された産婦健康診

査事業の市町の取組の推進を図るとともに、国庫補助事業（産後ケア等）の活用、母子

保健コーディネーターの育成等、市町の体制整備に向けた支援が必要です。 

  「フッ化物歯面塗布を実施している市町数」は、２０市町から２１市町に増加しまし 

た。今後も市町の歯科保健活動に対する支援の継続が必要です。 

  「県独自のすべての不妊治療助成事業に取り組む市町数」については、平成２９年 

度で１６市町となりました。引き続き、国補助事業の特定不妊治療費助成及び男性不妊 

治療費助成に、県単独事業の特定不妊治療費の上乗せ助成、第２子以降の特定不妊治療 

費助成、不育症治療及び一般不妊治療への助成を加えた総合的な経済支援と、不妊や不 

育症に悩む方への専門相談を実施する必要があります。 
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（２）学童期・思春期から成人期に向けた保健対策 

 

 目指す姿 ＜５年後＞（平成３１年） 

○ 家庭・学校・医療機関等が連携して健康教育や性教育を行うなど、地域社会全体で

学童期・思春期の保健対策の取組が行われています。 

○ 妊娠・出産の適齢期などについての医学的な知識を持ち、家族の大切さなどについ

て理解したうえで、自らの生き方について考えることができる人を育てるためのラ

イフプラン教育の取組が進んでいます。 

 

①  県の具体的な取組内容 

 ○ 中学生に対する「命の教育セミナー」や小中学生に対する「赤ちゃんふれあい体 

験事業」を実施する市町への支援を行いました。（市町への補助：赤ちゃんふれあ

い体験事業 ３市町、命の教育セミナー １市町） 

○ 若者の予期せぬ妊娠等に関する相談に応じ必要な支援につなげる妊娠ＳＯＳみ 

え「妊娠レスキューダイヤル」を引き続き開設(ＮＰＯ法人ＭＣサポートセンター 

みっくみえに委託)するとともに、学校や商業施設等と連携して取組の周知を行い 

ました。（相談件数 ８４件。Ｈ３０.２末) 

  〇 産婦人科医会等との連携により、健康教育や性教育に関する指導を行う体制の 

充実を図りました。(「思春期保健指導セミナー」Ｈ３０.２.１２実施) 

 

② 各指標及び数値目標            ※ 網掛け部分は改善した数値 

 目 標 項 目 
計画策定時

（H26） 

H28   
進捗状況 

H29   
進捗状況 

中間評価 

（H31）

目標 

最終評価

（H36）

目標 

成

果

指

標 

十代の人工妊娠中

絶率 

（20 歳未満女子

人口千対） 

5.9 

(H25年度) 

 

 

4.9 

(H27年度) 

 

 

5.0 

(H28年度) 
減少 減少 

中学３年生（ 14

歳）の女生徒で体

重が標準の－20％

以下の割合 

3.17% 

(H25年度) 

 

 

3.64% 

(H27年度) 

 

 

3.24% 

(H28年度) 
減少 減少 

十代の性感染症報

告数（１定点あた

り） 

1.24 
(H25性器ｸﾗﾐｼﾞｱ) 

0.06 
(H25淋菌感染症) 

0.24 
(H25尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ) 

0.06 
(H25性器ﾍﾙﾍﾟｽ) 

 

1.47 
（性器ｸﾗﾐｼﾞｱ) 

0.53 
(淋菌感染症) 

0.00 
(尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ) 

0.06 
(性器ﾍﾙﾍﾟｽ) 

(H27) 

 

1.47 
（性器ｸﾗﾐｼﾞｱ) 

0.24 
(淋菌感染症) 

0.00 
(尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ) 

0.12 
(性器ﾍﾙﾍﾟｽ) 

(H28) 

減少 減少 





- 7 - 

 

（３） 子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり 

 

目指す姿 ＜５年後＞(平成３１年) 

○ 市町等の関係機関による育児中の家庭の孤立化を防ぐための取組が進んでいます。 

○ 市町等の関係機関だけでなく、医療機関、企業、自治会、ボランティア等も含めた

地域社会全体で育児中の家庭を見守り、支えるというソーシャル・キャピタルの醸

成が進んでいます。 

 

① 県の具体的な取組内容 

○ 地域の実情に応じた切れ目のない母子保健体制の構築をめざし、県に配置した 

母子保健体制構築アドバイザーによる市町支援を行うとともに、市町の母子保健 

サービスの中心的な役割を担う母子保健コーディネーターを育成しました。(母子 

保健コーディネーター育成数：２７人、子ども子育て支援法による利用者支援事 

業母子保健型の実施市町数：１３市町)                （再掲） 

 ○  男性の育児参画の推進のため、「みえの育児男子プロジェクト」として、子育て 

中の男性やイクボスを公募・表彰する「ファザー・オブ・ザ・イヤーｉｎみえ」 

を開催しました（４３１件の応募。Ｈ２９.１１.２３表彰）。また、地域で子育て 

家庭を応援する人材育成として「子育ち・子育てマイスター講座」（２市町で実施） 

や「孫育て講座」（４市町で実施）などを開催しました。 

 ○ 各事業の実施における検討会や意見交換を通して、医師会、産婦人科医会、小 

児科医会、歯科医師会、看護協会、助産師会、大学、企業、ＮＰＯ等の関係団体 

等の連携を促進しました。 

 

②  各指標及び数値目標              ※ 網掛け部分は改善した数値 

 目 標 項 目 
計画策定時

（H26） 

 

H28     
進捗状況 

 

H29     
進捗状況 

中間評価 

（H31）

目標 

最終評価

（H36） 

目標 

成

果

指

標 

住んでいる地域

で子育てをした

いと思う親の割

合 

94.9% 

(H26年度) 

 

 

96.0% 

(H28年度) 

 

 

94.8% 

(H29年度) 
増加 増加 

乳幼児の不慮の

事故死亡率 

（人口 10万対） 

41.2 

(H25 0歳) 

3.2 

(H25 1～4歳) 

 

0.0 

(H27 0歳) 

1.7 

(H27 1～4歳) 

 

7.3 

(H28 0歳) 

0.0 

(H28 1～4歳) 

減少 減少 
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取

組

指

標 

乳幼児健診の未

受診者のフォロ

ーを実施してい

る市町数 

26市町 

(4か月児) 

26市町 

 (10か月児) 

29市町 
(1歳 6か月児) 

29市町 

(3歳児) 

(H25年度) 

 

28市町 

(4か月児) 

27市町 

 (10か月児) 

29市町 
(1歳 6か月児) 

29市町 

(3歳児) 

(H27年度) 

 

29市町 

(4か月児) 

28市町 

 (10か月児) 

29市町 
(1歳 6か月児) 

29市町 

(3歳児) 

(H28年度) 

29市町 29市町 

地 域 の 住 民 組

織、ＮＰＯ法人、

ボランティア等

と連携して実施

している母子保

健の取組がある

市町数 

23市町 

(H26年度) 

 

 
 

25市町 

(H28年度) 

 

 
 

25市町 

(H29年度) 
26市町 29市町 

参

考

指

標 

プレネイタル・

ビジット（出産

前 小 児 保 健 指

導）またはペリ

ネイタル・ビジ

ット（出産前後

保健指導）を受

けた人の数 

51件 

(H25年度)  

 

 

 

 

44件 

（H27年度） 

 

 

 

30件 

（H28年度） ― ― 

育児休業制度を

利用した従業員

の割合 

男 4.2% 

(H25年度) 

女 81.1% 

(H25年度) 

 

男 6.3% 

(H26年度) 

女 92.1% 

(H26年度) 

 

男 3.9% 

(H27年度) 

女 94.5% 

(H27年度) 

― ― 

 

③  評価と課題  

成果指標である「住んでいる地域で子育てをしたいと思う親の割合」は、 

９６．０％から９４．８％となり、減少しました。 

「乳幼児の不慮の事故死亡率」は、１～４歳児が０．０となったものの、０歳児 

  で７．３と増加しました。引き続き子育て家庭や支援者に対する事故の予防活動の 

充実が必要です。 

取組指標である「乳幼児健診の未受診者のフォローを実施している市町数」は、 

４か月児、1 歳 6 か月児、3 歳児健診では２９市町（全市町）となりましたが、 

１０か月児健診では２８市町でした。 

 また、「地域の住民組織、ＮＰＯ法人、ボランティア等と連携して実施している 

母子保健の取組がある市町数」については前年と同様２５市町となりました。 

育児家庭の孤立を防ぐことは、保健関係者だけでは困難であり、日常の生活の中 

での見守りのため、様々な関係者と連携できる地域づくりが必要です。 
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（４）育てにくさを感じる親に寄り添う支援 

 

目指す姿 ＜５年後＞（平成３１年） 

○  市町保健センターが保育所等において、育てにくさを感じている親を早期に発見

し、住み慣れた地域で生活していくために必要な支援につなげる体制が整備されて

います。 

○  医療的ケアが必要な子どもが安心して健やかに育てられるよう、保健・医療・福

祉・教育分野が連携し、総合的かつ継続的な支援が行われています。 

○ 発達支援が必要な子どもが健やかに成長できるよう、市町等との連携により途切 

れのない支援体制が構築されています。 

 

① 県の具体的な取組内容 

○ 平成２９年６月に三重県立子ども心身発達医療センターを開設し、併設するか

がやき特別支援学校を始めとする関係機関との連携を進めました。 

○ 市町に対し、保健・福祉・教育の機能が連携した総合支援窓口の設置又は整備

を働きかけるとともに、専門人材である「みえ発達障がい支援システムアドバイ

ザー」及び「ＣＬＭ専任コーチ」を養成しました（平成２９年度受入数５名）。 

また、三重県立子ども心身発達医療センターにおいて、小児科医・精神科医を

対象としたオープンカンファレンスを実施し、医療機関との連携を深め、重層的

な発達支援体制の構築をめざしました。（Ｈ２９．１２．７開催） 

○ 「ＣＬＭと個別の指導計画」の幼稚園、認定こども園、保育所への導入を進め 

るために圏域別の研修会を開催するとともに、保育所等への巡回指導を実施しま 

した。（県内４圏域、５回開催、延べ６８８名参加） 

また、「ＣＬＭと個別の指導計画」の実施にかかる効果測定調査を関係市町の協 

力のもと実施しました。 

さらに、皇学館大学教育学部の学生を対象に「ＣＬＭと個別の指導計画」の講 

演会を行い、普及啓発を図りました。（Ｈ２９．７．２７開催、６６名参加） 

 同様に、高田短期大学においても子ども学科の学生を対象に講演会を実施し、普

及啓発を図りました。（Ｈ２９．１０．１３及び２４開催、延べ１０７名参加） 

○ 発達に関する総合相談窓口において電話相談に対応し、子どもや保護者、関係 

者に助言を行うとともに、発達に関する講演会や啓発講座等を開催し、広く県民

に広報を行いました。 

また、短期入所事業を実施し、肢体不自由児の家族への支援を行いました。（子

ども心身発達医療センター開設記念講演会：Ｈ２９．７.２７開催・約３１０人参

加、子ども心身発達医療センター地域療育支援研修会：Ｈ２９．１２.２５開催） 

○ 小児の在宅医療に対応できる保健・医療・福祉・教育等の多職種による連携体制  

  の構築や人材育成等の取組を行う市町等への支援を行うとともに、超重症児を受け 

  入れることができるレスパイト・短期入所事業所の増加に向けた取組を行う関係機 

  関への支援を行いました。（三重県小児在宅研究会 Ｈ２９.６.１８、Ｈ２９.１

０.１５開催） 
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参

考

指

標 

児童相談所における

児童虐待相談対応件

数 

1,117件 

(H25年度) 

 

1,291件 

（H27年度） 

 

1,310件 

（H28年度） 
― ― 

十代の母による出生

数 

1人 
(H25 15歳未満) 

49人 
(H25 15～17歳) 

187人 
(H25 18～19歳) 

 

0人 
(H27 15歳未満) 

34人 
(H27 15～17歳) 

151人 
(H27 18～19歳) 

 

3人 
(H28 15歳未満) 

27人 
(H28 15～17歳) 

152人 
(H28 18～19歳) 

― ― 

  ※1 平成 25年度の数値は、母子健康手帳交付時の保健指導（アンケート等を除く）の実施率。 

 

③  評価と課題 

 成果指標である「児童虐待による死亡件数」は昨年度に引き続き０件となりまし 

た。 

取組指標である「母子健康手帳交付時に保健指導やアンケート等により状況把握 

を行った妊産婦の割合」は、９３．８％から本年度９９．９％と増加しました。 

「乳児家庭全戸訪問事業と養育支援訪問事業ともに実施する市町数」は、市町へ 

の働きかけの結果、２７市町から１市町増加し、２８市町となりました。 

 残る１町については、引き続き実施に向けて、支援を行います。 

また、特定妊婦や要支援家庭等を早期に把握し、必要な支援が行われるよう市町 

を支援するとともに関係機関の連携強化の取組を進め、児童虐待の未然防止や早期 

発見・早期対応を図ることが必要です。 

 

３．まとめ 
児童福祉法、母子保健法等の一部が平成２８年６月改正され、全ての児童が健全 

に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更な 

る強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、子育て世代包括支 

援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等に 

取り組んでいます。 

 母子保健法等の改正の趣旨や「健やか親子いきいきプランみえ(第２次)」に基づ 

き、「まるっとサポートみえ」（三重県版ネウボラ）を推進し、引き続き母子保健体 

制の構築に向けて市町に対して支援を行っていきます。 


